
第１４号議案 

 

 

町田市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年(２０２２年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市職員定数条例の一部を改正する条例 

町田市職員定数条例（昭和３６年３月町田市条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとす

る。 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１）市長の事務部局の職員  １，９０４人 （１）市長の事務部局の職員  １，９４７人 

（２）病院事業の職員       ６５９人 （２）病院事業の職員       ６３４人 

（３）議会の事務局の職員      １７人 （３）議会の事務局の職員      １７人 

（４）教育委員会の事務局並びに学校及び学校

以外の教育機関の職員     ３２４人 

（４）教育委員会の事務局並びに学校及び学校

以外の教育機関の職員     ４９６人 

（５）選挙管理委員会の事務局の職員  ９人 （５）選挙管理委員会の事務局の職員  ９人 

（６）農業委員会の事務局の職員    ５人 （６）農業委員会の事務局の職員    ５人 

（７）監査委員の事務局の職員     ８人 （７）監査委員の事務局の職員     ８人 

合計 ２，９２６人 合計 ３，１１６人 

２～４ 略 ２～４ 略  

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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